
御 下 賜 金 拝 受 の お 知 ら せ 
 

― 半世紀にわたる現場の積み重ねを評価いただきました ― 

 

 
天皇陛下より、社会福祉法人北海道ハピニス 

障がい者支援施設グリンハイムに、金員が御

下賜されました 

 
令和八年三月十二日、札幌市役所にて伝達式

が執り行われ、影山雄一 札幌市保健福祉局長

より、当法人理事長の石川由男に伝達されま

した 

 
御下賜金は、二月二三日の天皇誕生日に際

し、優良な社会福祉施設・団体に、金員が御

下賜されるものです。例年、各都道府県及び

政令指定都市より、一団体に御下賜されます 

 
当法人は創設以来五十年以上にわたり、地域

に根ざし「その人らしい暮らし」を支える福

祉の実践を積み重ねてまいりました 

 
決して平坦な道のりではありませんでした

が、ご利用者、ご家族、地域の皆様、関係機

関の皆様、そして現場でご利用者を守り続け

てきた職員一人ひとりの力が、 

 
御下賜金の拝受にふさわしい優良な施設であ

ると、御評価いただけたものと受け止めてお

ります 



 
このたびの御下賜は、新たな責任の始まりで

あると考えております 

 
今後も当法人は、ご利用者一人ひとりの尊厳

と可能性に向き合い続けるとともに、地域福

祉の未来を切り拓く存在として、挑戦と実践

を重ねてまいります 
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